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○開始の指示があるまで内容を見てはいけません。  
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【民  法  問題】  

 

  

次の文章を読んで、〔設問１〕および〔設問２〕に答えなさい。なお、商法の

適用は検討から外すこと。  
 
〔事実１〕  
 Ｘ銀行は、建設業を営むＺ社から融資の依頼を受け、審査の結果適当と判断し

た。ＸはＺへの貸付けにあたり、中小企業に対する貸付けを業として保証を行う

公的機関（信用保証協会）であるＹに保証を依頼し、Ｙは承諾した。ＸはＺに８

０００万円の貸付けを行った。  
 
〔設問１〕  
（１）ＸＹ間の保証契約に基づき（連帯保証でないとする）、Ｙはどのような債

務を負うか。条文を参照しつつ示せ。  
 
（２）ＸＹ間の保証契約が連帯保証でない場合、Ｘの保証債務履行請求に対し、

Ｙはどのような抗弁を提出することができるか。条文を参照しつつ示せ。  
 
（３）Ｙは、Ｘと保証契約を締結するに先立ち、Ｚから保証委託を受け、保証委

託契約を締結していた。この事情にはどのような法的意味があるか。条文を参照

しつつ示せ。  
 
（４）ＸＹ間の契約が連帯保証契約だったとする。ＸのＺへの貸付け後、Ｚが反

社会的勢力であることが判明した。Ｘは銀行として、Ｙは公的機関として、その

ような者に対する貸付け・保証は社会的信用を失うので回避する必要があると考

えていた。Ｘの保証債務履行請求に対し、Ｙは履行しなければならないか。Ｘの

請求に対して主張できる反論を考え、その当否を検討しなさい。  
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〔事実２〕  
 Ａは、Ｂから土地甲を賃借して使用してきた。ある時からＢは税金対策のため

甲の売却を検討し始め、賃借人Ａに土地の購入希望があるか打診した。Ａは、甲

を購入できるものと考え、知人Ｃに、甲を購入できそうだからこれを買わないか

ともちかけた。Ｃは検討の上、２０００万円であれば甲を購入するとＡに伝え、

Ａが承諾し契約が成立した（本件契約）。しかし、ＡがＢと甲の買入交渉を進め

たところ、Ｂは２５００万円以下では売却の意思がないことが判明した。Ａはそ

の旨Ｃに報告し、鋭意努力すると伝えていたものの、その後１年もの時間が経っ

たため、痺れを切らしたＣは自らＢと交渉し、３０００万円で甲を買い入れる旨

合意して同額を支払い、移転登記を経てしまった。  
 
〔設問２〕  
 Ｃは、本件契約によれば甲を２０００万円で購入できるはずだったのに、３０

００万円で購入することになったとして、Ａに対し差額１０００万円の損害賠償

請求をした。この請求の当否を検討せよ。  
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2026 年度入学試験  出題趣旨・解説・講評  

【Ｃ日程：民法】  

 

≪出題趣旨≫ ----------------------------------------------------------- 

 〔設問１〕は、（１）〜（３）を通じて、保証契約の基本的な知識を確認して

いる。（１）保証債務の内容（民法４４６条１項）、（２）催告の抗弁（民法４

５２条）と検索の抗弁（民法４５３条）の存在、（３）求償権の範囲の広狭（民

法４５９条、４６０条）を端的に示すことが求められる。  

 〔設問１〕（４）は保証契約における錯誤の主張と、その当否の検討が求めら

れる。最判平成２８年１月１２日民集７０巻１号１頁（民法判例百選Ⅰ［第９版］

２２事件）を参考に検討できることが望ましい。  

 〔設問２〕は、他人物売買契約に基づく買主の損害賠償請求について検討する

問題である。他人物売買契約における売主の債務不履行責任について、売主はそ

もそもどのような債務を負っていたのか、当該債務の不履行にかかる帰責事由は

どのように判断したらよいのかが検討課題となる。最判昭和４１年９月８日民集

２０巻７号１３２５頁（民法判例百選Ⅱ［第９版］４３事件）を参考に検討でき

ることが望ましい。  

 

≪解説・講評≫ ---------------------------------------------------------- 

 〔設問１〕（１）〜（３）は、多くの回答が適切な条文を挙げることができて

いたが、保証の問題であるのに別の制度の問題として論じている回答も見られた。 

 〔設問１〕（４）は、錯誤の問題として検討できた回答は少なかった。その中

でも、最判平成２８年１月１２日民集７０巻１号１頁（民法判例百選Ⅰ［第９版］

２２事件）を参考にしつつ回答することができた者は、数える程度であった。日

頃の問題演習では、リーディングケースとなる判例を思い浮かべ、当該判例の事

案・解決から考察される射程を意識しながら答案を作成する練習を積んでほしい。 

 〔設問２〕は、債務不履行に基づく損害賠償として全ての要件を適切に検討で

きた回答は多くはなかった。目的物が他人物とわかっていて売買を行った当事者

間では、当該他人から所有権の移転を受けられなかった場合に当然に売主が債務

不履行責任を負うとすることが当事者の意思に合致するとは言い難い。そこで、

売主の帰責事由の検討として、当該売主が負う債務はいわゆる結果債務だったの

か手段債務だったのかにかかる検討が求められる。この点も、最判昭和４１年９

月８日民集２０巻７号１３２５頁（民法判例百選Ⅱ［第９版］４３事件）を参考

にした検討が求められる。  

 

以  上  


